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1町問  平 成 17年 6月 期 第 二級海上特殊無凛技士 ま 験問題

送  規

(社) 水 の各問題の記述について 正 誤のいずれかを選び を知q紙の合欄に正しく岳畝  (マーク)し■(だ

さい

1  総 合通信局長 (沖換緒命通信事務所長を合む )の角十を受けないで 漁船に‖湖1向を開設して的まらない

2  】 )離 の小型紳齢の解村前うの免許の右夕開問|ま 免前!の か ら711である

3  船 舶局の発射する電法の頂は 結務台令■とめるところに適合していなけれIIrt,な↓、

4  鼻 ■故海上特殊無練技土の資格を有する者1ま 船抑局の空中線電力5ワットの無線電話て 25010キ 0へ

ルッ以上の問渡数の屯波を使州するものの国内通信のための通信操作を行うことおヤ きる

5  第 二毅れ ,特えRntt卜の資感を■するとは 馳帥局の行中線亀力10キ ロワットのレーダーの技術操作

をlrうことカヤきる

0  印 納局は い かなる戦合でも 免 糾大におRさ約t通信,項の砲酎を超えて運用して'truらない

ア  補 舶局1ま 緊 ●通信を行う埋合を除き 他 の無線局にその週昭を坊げるような混信その他の妨告を,えて

1■ならない

8  電 渡法ては 何 人も広律に〕1段の定めがある増合を除(1劫、 tftの相手力に対して行われる無線通信=

倍受してその存作苦しくは内容を漏らし 幻 まこれを窃"す ることを崇止して 無繰通信の不&■を保護して

いる

0  無 線電林により通信を行うととは そ の出所を明らかにしなくてもよい

10  漁 船の桃轍局は 海 岸月にモ討1況をjrt格する必要があるとさは 他の通信に混信を与えるおそれ,モぁっ

ても17出しを行,こと力tてきる

11  船 輸月は 日月に対する無線電話による0子出しを受けたときは 直 ちに,よをしなけれ!きならな↓ヽ

12  船 舶局の無線電話による呼出しは 次 の車項をは次送信して行う

白局の呼出名r43回 4n子局の呼出名称3向

13  欄 臼局は 無線缶 舌により自局に対する呼出しを受けた場合において 呼 !Ⅲ向のlI出名和市i4軽央である

ときは ,よ暮事項のうち相手月の呼出名和う代わりt吊 働 こヽちらを呼びました,Jを 側舟して 市 ちに応

常する

14 試 験電波の掟射は 他の無線門の通信に浸信を与えないことをはかめた後でなけれヤよ行ってはならな,■

15  alH局 は 遺難田吉を受信したときは 他 の 切 の無線通信に優先して IIちにこ11に応告し か つ 救

助の通十Sに関し最持の措置をとらなけれljrJちな|■

16  判 軸局の無線電話による道抑子ⅢⅢしは 次の事項を順次送信して行う

「遺離」又は 「メーデーJ3向  「こちら|まJ l回 遭難‖欄月の呼Ⅲ名称3,

lT  船 舶局は 「踊詢文は 「バン ′ヽ ンJを受,1したときは 遭雑通信を行う場合を除さ 少 なく■も1〕■

継続してその時を通信を受信しなけれ十Frr4らない

ls  無 線従草古が電渡法に達反すると そ の免許を取り消されるか 又 は3簡月以内の地問を定めて案線週|=

の業務に従事することを停止されることがある

1,  電 設法の規定に違反して遼用した軒縮局を認あたとき 允許人等は 4j4首 令で定ある手続によりその船

仰の所四する河■市の力lrに341しなければならな↓、

加  免 許状は 無撤lplに備え付けてfDかなけれ j/1らない幹軍である


